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令和5年12月6日に県議会議員になり、初めての議会質問をさせていただきました。
その質問と答弁内容をご報告させていただきます。
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TOPIC

01
地域商業の
再生について

地域商業は、地域の小売・飲食・サービスなどの中
小規模の商業者や、商店街などにより形成されるもので、
単に買物の場としての役割ばかりか、社会的交流の場で
あると共に、地域社会を守り、地域文化を継承し、地域
を支えていく役割も担ってきました。この事から、１９７３
年には中小小売業者の保護を目的とし、百貨店や量販
店などの出店調整を行う「大規模小売店舗法」が施行
されたものです。
しかし、その後、郊外への大規模ショッピングセンター
の進出が増加し、中心市街地の空洞化が新たな課題に
なると共に、伝統的な地域商業も衰退傾向を示した事
から、１９９８年には「都市計画法」が改正され、さらに
大型店の出店規制を大幅に緩和する「大規模小売店
舗立地法」や、中心市街地の活性化を目的とした「中心
市街地活性化法」など、いわゆる「まちづくり３法」が制
定されたものです。
とりわけ、中心市街地活性化法では、TMO構想とし
て「まちづくり会社」などのタウンマネジメント機関に活

■　再質問 ──────────────── ■
四街道市では、昭和４９年より地下水採取の規制区
域に指定され、新規の井戸については、環境保全条例
による「その地下水に代えて、他の水源を確保する事
が著しく困難であるときに限り、許可する事ができる」と
の規定に基づき、それまでのみなし井戸の１０本に加え、
急速な人口増に伴う水需要の増加を理由とした、１１本
の暫定井戸が許可されています。
そこで代替水源の状況として、奈良俣ダムが平成３年

に、また八ッ場ダムも令和２年に完成し、さらに霞ヶ浦
導水も令和１２年度の完成が見込まれています。これら
新たな水源が確保された際には、暫定許可に基づく１１
本の井戸は廃止せざるを得ず、それに伴う印旛広域水
道からの受水量の大幅な増加は、水道料金の急激な
値上げをもたらし、市民生活を大きく圧迫する事が予想
されます。
さらには、地下水との混合井の建設や送水管の布設
など、新たな水道施設の整備費用に数十億円もの事業
費が求められ、公営企業としての水道事業経営に大き
な負担をもたらすものと予想されます。

  栗原 直也

暫定井戸の廃止に伴い、水道料金の急激な値上
げを受ける地域住民への対応はどうか。
また新たな施設整備が求められる公営企業に対
する支援はどうか。

  冨沢総合企画部長 

暫定井戸、水道料金などに関するご質問ですが、現
在四街道市において、暫定井戸の廃止による影響の他、
管路更新などの施設整備も含めた長期的な財政収支
見通しを作成の上、市の審議会で料金改定について議
論が進められていることを承知しております。

質問

答弁

性化の役割を求めたものの、法的な裏付けや経営基盤
に課題があった事から、その機能を十分果たせず、中心
市街地の衰退に歯止めを掛ける事ができませんでした。
その後、中心市街地の活性化策は、商業の活性化か

ら地域課題の解決策へと移り、２００９年に制定された
「地域商店街活性化法」においても、商店街の公共性
や社会的役割が重視された事から、その支援策も、地
域コミュニティの担い手支援へと形を変えていきました。
確かに、これからの地域商業には、街づくりのような、

地域コミュニティと一体となった活性化の取組みが必要
であり、その中から再生に向けた新たな方向性を見つけ
出す事が求められます。しかし、今日では地域商業の衰
退は急速に進み、多くの商店街では、社会的・文化的
役割を担うだけの体力が残されていません。私の住む
四街道市でもコロナ禍からの回復が遅れ、街の魅力を
担ってきた商店の廃業が増加した事から、駅周辺の賑
わいも失われつつあります。
商店街を軸とした地域商業は、あくまでも経済的機
能を基盤とするもので、その弱体化は街づくりを担う機
能の喪失へと向かいます。まず早急に求められるべき施
策は、地域商業における経済的機能の回復であり、そ
の為のより積極的な経営支援にあると考えます。

県から市に対しては、施設整備に係る補助制度の活
用など、安定給水と健全経営の確保に向けた助言をし
ているところです。

要　望

本年２月６日にも、規制区域にある７市２町より「暫定
井戸の継続利用と千葉県環境保全条例の見直しに係
る要望書」が県に提出されました。その中で述べられて
いるように、近年の気候変動に伴う渇水対策ばかりか、
東日本大震災での原発事故による利根川水系での放
射能リスクという教訓からは、水道事業の安全性や持
続性の観点より、表流水と地下水という性格の異なる複
数の水源を確保する事が、県民の命や暮らしを守る為
に大変重要と考えます。
また、県条例による印旛地域での地下水の採取規制
から既に４９年が経過し、暫定井戸による地下水の利用
が継続される中での地盤沈下の沈静化や、人口減少に
よる水需要の減少という環境の変化により、環境保全
条例の規制の在り方そのものを、再検証すべき時期に
来ているものと思われます。
さらには関東地下水盆の断面的な形態や帯水層で
の地下水の流動方向、また規制地域での地下水の汲み
上げと地盤沈下との因果関係など、まだ十分に解明され
ていない事象が多く残されており、地下水位や地盤沈下
の調査を更に継続すると共に、その検証・評価に基づく
地下水汲み上げ規制の再検討が求められるものです。
以上の事より、代替水源の確保に伴う暫定井戸の廃
止は条例上避けられないものの、急激な物価高騰下で
の大幅な水道料金の上昇は、地域住民の暮らしを一層
厳しくさせるものです。そこで、環境保全条例の再検証
や見直しを求めると共に、その運用においては、暫定井
戸の段階的な汲み上げ量の削減や、災害時での水源と
しての利用、さらにはみなし井戸の継続利用についても
確保されるよう求めるものです。

四街道市浄水場
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  栗原 直也

地域商業を活性化するため、県はどのように
取り組んでいるのか。

  熊谷知事 

県では住民のニーズ等を踏まえた新たな地域商業活
性化の取り組みを支援するため、計画策定や事業実施に
向けたアドバイスを行う専門家の無料派遣や、複数の団
体が連携して実施するイベント経費への助成などを行っ
ています。これらの支援は既存の商店街だけでなく、地域
の商業者が新たにグループを立ち上げて活動する場合も
対象となることから、活力ある地域作りを担うリーダーとな
る商業者を育成するため、先進的な取り組みを学ぶ講座
を実施しております。県として引き続き、商業者による地域
の実情に応じた新たな地域商業活性化の取り組みが進
むよう、きめ細やかな支援に努めてまいります。

  栗原 直也

衰退傾向にある地域商業の現状と課題をどのよう
に認識しているのか。

  野村商工労働部長 

地域商業の担い手である商店街や中小規模の商業者
は、経営者の高齢化が進む中、商圏内の人口減少に伴う
需要の縮小や、電子商取引の普及等に伴う消費者の購
買行動の多様化などの社会経済情勢の変化を受け、大
変厳しい状況にあると認識しております。こうした変化に対
応するためには、地域の商業者が市町村や商工団体など
と連携し、住民のニーズや地域のあり方などについて議論
をした上で、空き店舗を活用した交流の場の創設や、文化
や町並みなど、地域資源を生かした賑わい作りなど、地域
の特徴や魅力を生かした、新たな地域商業活性化の取り
組みを進めることが必要と考えております。

質問

答弁

質問

答弁

おりますけれども、それぞれ地域の実情に応じて、商業者
が市町村や商工団体などと協力して、新たな中間組織を立
ち上げて考えていくということも、有効な手段の一つと考え
ております。

要　望

地域商業の衰退は、地域住民の交流機能の低下ばか
りか、地域文化や街並みの維持を困難にさせるもので、地
域雇用の維持や地域経済の循環、さらには地域の魅力
発信など、これまで地域商業が担い続けてきた、街づくり
の機能を維持させる為にも、地域商業への支援は急務と
言えます。
また、これまで地域商業の振興について、県はあくまで

も市町村事業との認識の下、積極的な関与よりも受身とし
ての相談・指導を主としてきましたが、今後の地域商業の
再生には、より多くの地域情報に精通した県の役割が強く
求められるものです。
まずは地域商業の現状に合わせ、エリア別に市町村に
専門家を派遣し、定期的かつ継続的なヒアリングやアドバ
イスを実施すると共に、国や県の最新の補助事業の情報
提供や計画の策定支援などの施策が求められます。また、
かつてのＴＭＯ構想に対する評価・検証を基にした、まち
づくり会社のような中間支援組織の育成・支援も必要と思
われます。
それほど地域商業の衰退は深刻であり、より総合的で
機動的な支援策を要望致します。

TOPIC

02 環境保全条例について

千葉県では昭和４１年制定の公害防止条例に基づき、
地下水の採取規制を行うと共に、届け出制から許可制へ
と移行しました。その背景には、公害対策基本法から経
済発展との調和条項が削除され、地下水の保全対策の
導入が大きく影響しています。
さらに、平成７年からは従来の公害防止条例に代えて、
環境保全条例が制定された事から、地盤沈下対策として
の地下水の採取規制が今日まで継続されているものです。
また地下水学の見地から、南関東の地下堆積層に、豊
富な地下水源である関東地下水盆の存在が提唱されると、
千葉県を含む広範な地下水盆からの地下水の汲み上げ
が、南関東一体における地盤沈下の要因と主張され、県
内を含めた多くの地域が地下水の採取規制の対象となり
ました。

■　再質問 ──────────────── ■
地域商業は、長期に渡る衰退傾向の中でコロナ禍を

受け、その回復の困難な地域が数多く残されています。と
りわけ商店街では、大型店の出店や空き店舗の増加、さ
らには商圏人口の減少などによる衰退傾向が続きます
が、その本質的な要因には、商店街自体が個店の任意な
集合体であり、統一的な経営が困難な事が挙げられます。
すなわちマネジメント機能に基づく経営が難しく、本来求
められるべきテナントミックスの機能を十分に果たせない
事です。
このように一体的な経営が困難な商店街の再生には、
かつての中心市街地活性化法でのＴＭＯ構想に見られ
たような、地域商業のマネジメント機能を担う組織として、
いわゆる「まちづくり会社」に、経営的機能やネットワーク
機能を充実させた、中間支援組織の育成が必要と思われ
ます。

  栗原 直也

地域商業振興におけるいわゆる「まちづくり会社」
のような組織の必要性についてどう考えるか。

  野村商工労働部長 

地域商業の振興につきましては、一時的には市町村が
主体となって商業者を支援していくものというふうに考えて

質問

答弁

この関東地下水盆の存在が推定される沖積層は、かつ
ての河川活動により形成された堆積物により造られた軟
弱な地層であり、圧密をほとんど受けていない事から、地
下水の汲み上げによる地下水面の低下から収縮し、地盤
沈下の原因にもなると考えられています。
しかし関東地下水盆のうち、最も多くの地下水が揚水さ
れる下総層群の状況として、２０１１年と２０２０年の地下水
等値線図の比較結果からは、関東地下水盆のほぼ全域
で地下水位の上昇が確認されています。また四街道市で
の平成３０年から令和４年までの５年間の累計沈下量に
おいても、地盤沈下の見られない地域が広く確認されてお
り、この地域での地盤がほぼ安定した状態にあると判断
する事も可能です。

  栗原 直也

地下水採取の規制区域における地盤沈下の
状況はどうか。

  井上環境生活部長 

県では、県内の地盤沈下の状況を把握するため、毎年、
地盤変動の調査を実施しており、令和4年の調査結果で
は、地下水採取規制区域の4割を超える972.7平方km
の面積で、依然として地盤沈下が見られています。
地下水採取規制区域の中でも、印旛地域の一部での

み、令和4年の調査で年間2cm以上の沈下が確認され
ています。また、5年間の累計で見ても、前5年間には見ら
れなかった10cm以上の沈下が8.2平方kmの範囲で確
認されるなど、地盤沈下が継続している状況です。

  栗原 直也

印旛地域における地下水の汲み上げと地盤沈下の
因果関係はどうか。

  井上環境生活部長 

地盤沈下の主な要因は、過剰な地下水採取により地下
水位が低下し、地層中に含まれる水が吸い出されて、地
層が収縮することによるものです。
印旛地域の観測地点では、地層の収縮は依然として
継続しており、地下水を汲み上げ続けると、さらに地盤沈
下が進行する状況となっています。地下水採取による地盤
沈下への影響は、汲み上げを行っている場所だけではな
く、同じ地層の広い範囲に及ぶため、現状の地下水採取
規制を継続することが必要と考えています。

質問

答弁

質問

答弁

四街道駅前から見た商店街


